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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル型内視鏡によって時系列で撮像された画像データである時系列画像データを取
得する取得手段と、
　前記取得した時系列画像データから所定の検出ルーチンに基づき画像データを検出する
画像検出手段と、
　前記画像検出手段により検出された前記検出画像データと、該検出に用いられた画像検
出ルーチン名とを関係付ける関係付け手段と、
　前記検出された画像データである検出画像データを一覧表示する表示制御手段と、
　前記表示制御手段に対する指示が入力される表示指示入力手段を備え、
　表示指示入力手段は、前記画像検出手段に基づいて検出が行われる際に使用する複数の
検出ルーチンの中から、ユーザの入力操作に基づき検出ルーチンを選択する検出方法選択
手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、前記検出画像データを一覧表示する共に、前記検出画像データに
関係付けられた前記画像検出ルーチン名を前記検出画像データそれぞれにラベル名として
表示することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記表示指示入力手段は、さらに、
　前記表示制御手段により前記画像データを一覧表示させるための一覧表示選択手段と、
　前記時系列で撮像された画像データを動画再生させる動画再生選択手段と、
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　を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記画像検出手段は、時系列で撮像された画像データから、一定時間毎の画像を検出す
る画像検出ルーチン、隣接する画像間で類似度の低い画像を検出する画像検出ルーチン、
病変部位が撮影された画像を検出する画像検出ルーチン、診断に不要な画像以外の画像を
検出する画像検出ルーチン、及び所定の色成分の画素の割合が多い画像もしくは領域を含
む画像を検出する画像検出ルーチンのうち少なくとも１つの画像検出ルーチンを用いて前
記所定の画像を前記検出画像データとして検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記検出ルーチンにより抽出されなかった画像を表示する
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、さらに、
　前記一覧表示された画像のうち選択された画像に対して所見情報を付与する所見情報付
与手段
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記ラベル名は、識別用図形であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　カプセル型内視鏡によって時系列で撮像された画像データである時系列画像データを取
得し、
　前記取得した時系列画像データから所定の検出ルーチンに基づき画像データを検出し、
　検出された前記検出画像データと、該検出に用いられた画像検出ルーチン名とを関係付
け、
　前記検出された画像データである検出画像データを一覧表示し、
　表示に関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された指示に基づいて、前記検
出が行われる際に使用する複数の検出ルーチンの中から、ユーザの入力操作に基づき検出
ルーチンを選択し、
　前記検出画像データを一覧表示する共に、前記検出画像データに関係付けられた前記画
像検出ルーチン名を前記検出画像データそれぞれにラベル名として表示する
　ことを特徴とする画像処理装置の動作方法。
【請求項８】
　表示に関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された指示に基づいて、さらに
前記一覧表示させるための一覧表示の選択、または前記時系列で撮像された画像データの
動画再生をする
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置の動作方法。
【請求項９】
　前記画像データを検出する場合、時系列で撮像された画像データから、一定時間毎の画
像を検出する画像検出ルーチン、隣接する画像間で類似度の低い画像を検出する画像検出
ルーチン、病変部位が撮影された画像を検出する画像検出ルーチン、診断に不要な画像以
外の画像を検出する画像検出ルーチン、及び所定の色成分の画素の割合が多い画像もしく
は領域を含む画像を検出する画像検出ルーチンのうち少なくとも１つの画像検出ルーチン
を用いて前記所定の画像を前記検出画像データとして検出する
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置の動作方法。
【請求項１０】
　さらに、前記検出ルーチンにより抽出されなかった画像を表示させる
　ことを特徴とする請求項９に記載の画像処理装置の動作方法。
【請求項１１】
　さらに、前記一覧表示された画像のうち選択された画像に対して所見情報を付与する
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　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置の動作方法。
【請求項１２】
　前記ラベル名は、識別用図形であることを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置の
動作方法。
【請求項１３】
　画像を表示させる処理をコンピュータに実行させる画像表示プログラムであって、
　カプセル型内視鏡によって時系列で撮像された画像データである時系列画像データを取
得する取得処理と、
　前記取得した時系列画像データから所定の検出ルーチンに基づき画像データを検出する
画像検出処理と、
　前記画像検出処理により検出された前記検出画像データと、該検出に用いられた画像検
出ルーチン名とを関係付ける関係付け処理と、
　前記検出された画像データである検出画像データを一覧形式で表示する表示制御処理と
、
　表示に関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された指示に基づいて、前記検
出が行われる際に使用する複数の検出ルーチンの中から、ユーザの入力操作に基づき検出
ルーチンの選択する検出方法選択処理と、をコンピュータに実行させ、
　前記表示制御処理は、前記検出画像データを一覧表示する共に、前記検出画像データに
関係付けられた前記画像検出ルーチン名を前記検出画像データそれぞれにラベル名として
表示することを特徴とする画像表示プログラム。
【請求項１４】
　表示に関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された指示に基づいて、さらに
前記一覧表示させるための一覧表示の選択、または前記時系列で撮像された画像データの
動画再生をする
　処理をコンピュータに実行させることを特徴とする請求項１３に記載の画像表示プログ
ラム。
【請求項１５】
　前記画像検出処理は、時系列で撮像された画像データから、一定時間毎の画像を検出す
る画像検出ルーチン、隣接する画像間で類似度の低い画像を検出する画像検出ルーチン、
病変部位が撮影された画像を検出する画像検出ルーチン、診断に不要な画像以外の画像を
検出する画像検出ルーチン、及び所定の色成分の画素の割合が多い画像もしくは領域を含
む画像を検出する画像検出ルーチンのうち少なくとも１つの画像検出ルーチンを用いて前
記所定の画像を前記検出画像データとして検出する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示プログラム。
【請求項１６】
　前記表示制御処理は、さらに、前記検出ルーチンにより抽出されなかった画像を表示さ
せる
　ことを特徴とする請求項１５に記載の画像表示プログラム。
【請求項１７】
　さらに、前記一覧表示された画像のうち選択された画像に対して所見情報を付与する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示プログラム。
【請求項１８】
　前記ラベル名は、識別用図形であることを特徴とする請求項１３に記載の画像表示プロ
グラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カプセル型内視鏡で撮像された観察画像の表示に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、カプセル型内視鏡システムが注目されている。カプセル型内視鏡システムとは、
撮像装置と無線装置とを備えたカプセル形状の内視鏡を患者の口から飲み込んだ後、その
カプセル型内視鏡が人体から自然排出されるまでの観察期間に、胃、小腸などの臓器を順
次撮像し、その撮像画像を外部の受信機へ送信して記録し、その記録した画像をワークス
テーション等のコンピュータのディスプレイに表示して再生することができるシステムで
ある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　上述したように、カプセル型内視鏡は、通常の内視鏡と異なり被験者が飲み込んで自然
に排出されるまでの期間、各臓器を撮像させるので、観察（検査）時間が約８時間となる
ように長時間に及ぶ。よって、診察などの段階において、長時間撮像された膨大な画像す
べてを確認したり、所望の画像を検出したりするにも多大な時間や労力がかかっていた。
そこで、小腸用カプセル型内視鏡の約８時間の検査データを約１～２分のダイジェストに
まとめ、動画で表示する機能を有するカプセル型内視鏡システムが開示されている。
【０００４】
　しかしながら、そのダイジェストを動画で表示することが最善の方法であるとは限らな
い。なぜなら、動画での表示とは、静止画を１枚ずつ順次表示させるものであるが、例え
ば病変部分が最終画像にある場合には、再生終了直前になるまで見ることはできず、また
、その動画の再生速度がユーザに合わない場合もあるからである。
【０００５】
　ところで、カプセル型内視鏡の観察装置には、最大８時間分、約６００００枚の画像の
中から出血等の病変を検出する赤色検出機能がある。検出された赤色の位置は赤色検出バ
ーに表示される。従来、医師が検出された画像を観察するには、赤色検出バーに表示され
た検出位置に画像の再生位置を合わせながら、画像を一枚ずつ確認する必要があった。例
えば、赤色検出で検出された画像を全てレポートに載せる画像として選択するには、コマ
送りボタンを押しながら１枚ずつ選択する必要があり、時間がかかっていた。
【０００６】
　上記課題に鑑み、本発明では、カプセル型内視鏡で撮像された一連の画像群のダイジェ
ストまたは所定の画像処理で検出された画像を表示させる場合に、一覧表示させることを
目的とする。
【特許文献１】特開２００７－７５１５８号公報
【発明の開示】
【０００７】
　本発明にかかる画像処理装置は、カプセル型内視鏡によって時系列で撮像された画像デ
ータである時系列画像データを取得する取得手段と、前記取得した時系列画像データから
所定の検出ルーチンに基づき画像データを検出する画像検出手段と、前記画像検出手段に
より検出された前記検出画像データと、該検出に用いられた画像検出ルーチン名とを関係
付ける関係付け手段と、前記検出された画像データである検出画像データを一覧表示する
表示制御手段と、前記表示制御手段に対する指示が入力される表示指示入力手段を備え、
表示指示入力手段は、前記画像検出手段に基づいて検出が行われる際に使用する複数の検
出ルーチンの中から、ユーザの入力操作に基づき検出ルーチンを選択する検出方法選択手
段を備え、前記表示制御手段は、前記検出画像データを一覧表示する共に、前記検出画像
データに関係付けられた前記画像検出ルーチン名を前記検出画像データそれぞれにラベル
名として表示することを特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる画像処理装置の動作方法は、カプセル型内視鏡によって時系列で撮像さ
れた画像データである時系列画像データを取得し、前記取得した時系列画像データから所
定の検出ルーチンに基づき画像データを検出し、検出された前記検出画像データと、該検
出に用いられた画像検出ルーチン名とを関係付け、前記検出された画像データである検出



(5) JP 5385138 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

画像データを一覧表示し、表示に関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された
指示に基づいて、前記検出が行われる際に使用する複数の検出ルーチンの中から、ユーザ
の入力操作に基づき検出ルーチンの選択し、前記検出画像データを一覧表示する共に、前
記検出画像データに関係付けられた前記画像検出ルーチン名を前記検出画像データそれぞ
れにラベル名として表示することを特徴とする。
【００１１】
　本発明にかかる画像を表示させる処理をコンピュータに実行させる画像表示プログラム
は、カプセル型内視鏡によって時系列で撮像された画像データである時系列画像データを
取得する取得処理と、前記取得した時系列画像データから所定の検出ルーチンに基づき画
像データを検出する画像検出処理と、前記画像検出処理により検出された前記検出画像デ
ータと、該検出に用いられた画像検出ルーチン名とを関係付ける関係付け処理と、前記検
出された画像データである検出画像データを一覧形式で表示する表示制御処理と、表示に
関する指示が入力される表示指示入力画面に入力された指示に基づいて、前記検出が行わ
れる際に使用する複数の検出ルーチンの中から、ユーザの入力操作に基づき検出ルーチン
の選択する検出方法選択処理と、をコンピュータに実行させ、前記表示制御処理は、前記
検出画像データを一覧表示する共に、前記検出画像データに関係付けられた前記画像検出
ルーチン名を前記検出画像データそれぞれにラベル名として表示することを特徴とする。
 
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態における体腔内検査で利用されるカプセル型内視鏡及びその周辺
機器を示す。
【図２】第１の実施形態におけるカプセル型内視鏡１で撮影した画像データの画像処理を
行うワークステーション７の内部構成の概要を示す。
【図３】第１の実施形態における内視鏡システムの観察画面を示す。
【図４】第１の実施形態におけるダイジェスト表示の表示方法が一覧表示の場合の表示画
面を示す。
【図５】第１の実施形態におけるコマンド「このフレーム周辺を再生」５４ｆを選択した
場合の一例（その１）を説明するための図である。
【図６】第１の実施形態におけるコマンド「このフレーム周辺を再生」５４ｆを選択した
場合の一例（その２）を説明するための図である。
【図７】第１の実施形態におけるダイジェスト表示の表示方法が動画表示の場合の表示画
面を示す。
【図８】第２の実施形態における一覧表示を説明するための図である。
【図９】第２の実施形態における一覧表示された各画像についてコメントを付与すること
を説明するための図である。
【図１０】第２の実施形態における一覧表示された画像を一括してレポートに出力するた
めのボタンについて説明するための図である。
【図１１】第３の実施形態（実施例１）における一覧表示とカラーバー／タイムバーを同
時に表示し、一覧表示上で選択された画像の位置関係を明示した表示画面を示す。
【図１２】第３の実施形態（実施例２）における一覧表示とカラーバー／タイムバーを別
画面にて同時に表示し、一覧表示上で選択された画像の位置関係を明示した、一覧表示ウ
ィンドウ及び要約情報表示ウィンドウを示す。
【図１３】第４の実施形態（実施例１）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示区
間を表示する一覧表示画面を示す。
【図１４】第４の実施形態（実施例２）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示区
間を表示する一覧表示画面を示す。
【図１５】第４の実施形態（実施例３）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示区
間を表示する一覧表示画面を示す。
【図１６】第４の実施形態（実施例４）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示区
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間を表示する一覧表示画面を示す。
【図１７】第５の実施形態における一覧表示上のスクロールを任意の単位で実施する一覧
表示画面を示す。
【図１８】第６の実施形態（実施例１）における動画表示画面から一覧表示画面に移行す
る様子を示す。
【図１９】第６の実施形態（実施例２）における動画表示画面から一覧表示画面に移行す
る様子を示す。
【図２０】第６の実施形態（実施例３）における動画表示画面３１から一覧表示画面１０
０に移行する様子を示す。
【図２１】第６の実施形態（実施例４）における動画表示画面３１から一覧表示画面１０
０に移行する様子を示す。
【図２２】第６の実施形態（実施例５）における動画表示画面３１から一覧表示画面１０
０に移行する様子を示す。
【図２３】第７の実施形態（実施例１）における一覧表示画面から動画表示画面に移行す
る様子を示す。
【図２４】第７の実施形態（実施例２）における一覧表示画面から動画表示画面に移行す
る様子を示す。
【図２５】第７の実施形態（実施例３）における一覧表示画面から動画表示画面に移行す
る様子を示す。
【図２６】第８の実施形態におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示のページ区間を
表示する一覧表示画面を示す。
【図２７】第９の実施形態（実施例１）における一覧表示上の注目画像にチェックをつけ
ることができる一覧表示画面を示す。
【図２８】第９の実施形態（実施例２）における一覧表示上の注目画像にチェックをつけ
ることができる一覧表示画面を示す。
【図２９】第１０の実施形態（実施例１）における一覧表示用副表示領域の注目画像の表
示状態が変化する様子を示す。
【図３０】第１０の実施形態（実施例２）における一覧表示用副表示領域の注目画像の表
示状態が変化する様子を示す。
【図３１】第１１の実施形態における動画表示画面でピックアップした画像が一覧表示画
面に追加される様子を示す。
【図３２】第１２の実施形態におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示用に抽出され
た画像のマーキングを行った一覧表示画面を示す。
【図３３】第１２の実施形態（変形例１）における、一覧表示用に抽出された画像に対応
する位置がマーキングされているカラーバー／タイムバーのうち所望の範囲を表示する一
覧表示画面の一例を示す。
【図３４】第１２の実施形態（変形例２）における一覧表示画面を示す。
【図３５】第１３の実施形態における一覧表示画面１００を示す。
【図３６】第１４の実施形態における一覧表示領域１０１に表示された画像にマウスカー
ソル１６１を移動させた際の画像の拡大表示について示す。
【図３７】第１５の実施形態におけるダイジェスト画像を検出するための検出条件を設定
する検出条件設定画面を示す。
【図３８】第１６の実施形態における時系列画像群から特定区間にある画像群を指定し、
その指定した範囲内の時系列画像を一覧表示する一覧表示画面１００を示す。
【図３９】第１７の実施形態における臓器（部位）毎または特定区間毎に、ダイジェスト
画像を検出するための検出条件設定画面を示す。
【図４０】第１８の実施形態における、一覧表示が複数ページに渡る場合、操作者が設定
した時間経過後、一覧表示のページを順次、ページ送りする様子を示す。
【図４１】第１９の実施形態における観察時間を設定するための検出条件設定画面２００
を示す。
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【図４２】第２０の実施形態における内視鏡システムの観察画面を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　＜第１の実施形態＞
　本実施形態では、カプセル型内視鏡で撮像された一連の画像群のダイジェストを表示さ
せる場合に一覧形式で表示させることについて説明する。本実施形態を用いることにより
、カプセル型内視鏡で撮像された一連の画像群のダイジェストまたは所定の画像処理で検
出された画像を表示させる場合に一覧表示させることができ、必要な画像を効率良く同定
できる。
【００１４】
　図１は、本実施形態における体腔内検査で利用されるカプセル型内視鏡及びその周辺機
器を示す。図１（Ａ）に示すように、カプセル型内視鏡１を用いた検査システムは、カプ
セル型内視鏡１、アンテナパッド４、外部装置５から構成される。
【００１５】
　カプセル型内視鏡１は、これを患者２が口から飲み込むことにより体腔内を検査する。
外部装置５は、この患者２の体外に配置され、カプセル型内視鏡１で撮像した画像データ
を無線で受信する複数のアンテナパッド４に接続される受信機である。
【００１６】
　体腔内検査時には外部装置５に、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の可搬型
記憶媒体が装着されて、カプセル型内視鏡１から送信され外部装置５で受信した画像情報
が記録される。
【００１７】
　そして、この可搬型記憶媒体を介して、パーソナルコンピュータ、ワークステーション
等の端末装置７（本実施形態では、ワークステーション７を用いる）に前述の画像情報を
取り込むようになっている。
【００１８】
　または、図１（Ｂ）に示すように、この外部装置５はクレードル６に装着して、若しく
は図示しないＵＳＢケーブル等によってワークステーション７に電気的に接続でき、情報
の受け渡しができる。これにより、この外部装置５に挿入された可搬型記憶媒体に記憶さ
れた画像データをワークステーション７へ取り込むことができる。また、可搬型記憶媒体
の読取装置をワークステーション７へ接続し、その読み取り装置に可搬型記憶を挿入して
、可搬型記憶に記憶された画像データを読み出してワークステーション７へ取り込むよう
にしてもよい。
【００１９】
　上記の画像の取り込みは、キーボード９やマウス１０等の入力・操作デバイスの操作に
より実行される。この際、ＵＳＢ等の電気的接続を検出し、それを誘因として画像の取込
を行ってもかまわない。ワークステーション７へ取り込まれた画像は、ディスプレイ８に
表示したり、プリンタに出力したりすることができる。
【００２０】
　図１（Ａ）に示すように、カプセル型内視鏡１を飲み込んで内視鏡検査を行う場合、患
者２が着るジャケット３には複数のアンテナパッド４が取り付けられている。この際、ア
ンテナパッド４を直接患者に付けてもかまわない。カプセル型内視鏡１により撮像された
画像データは無線によりアンテナパッド４へ送信され、その画像データをアンテナパッド
４で受信するようになっている。そして、その画像データは、アンテナパッド４に接続さ
れた外部装置５に保存される。この外部装置５は、例えば患者２のベルトに着脱自在のフ
ックにより取り付けられる。
【００２１】
　図２は、本実施形態におけるカプセル型内視鏡１で撮影した画像データの画像処理を行
うワークステーション７の内部構成の概要を示す。ワークステーション７は、メモリ２０
、大容量記憶装置２１、制御部２２、入力Ｉ／Ｆ２３、出力Ｉ／Ｆ２４、画像処理部２５
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、及びこれらを接続するバス２６から構成される。
【００２２】
　メモリ２０は、各種の処理で利用するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリである。大容量記憶装
置２１は、大容量のデータを格納するハードディスクドライブ（ＨＤＤ）である。
【００２３】
　入力Ｉ／Ｆ２３は、外部装置５（または、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等
の可搬型記憶媒体）からの画像データを取り込んだり、キーボード９やマウス１０等の操
作部からデータや指示を入力したりする入力インターフェースである。出力Ｉ／Ｆ２４は
、カプセル型内視鏡で撮影された画像などをディスプレイ８に出力したり、プリンタ等に
データを出力したりするための出力インターフェースである。
【００２４】
　制御部２２は、大容量記憶装置２１に記憶された各種処理プログラムを実行するＣＰＵ
等によって実現される。また、上述する本発明の実施形態における一覧表示や動画表示を
するための画面の制御や各種制御を行う。
【００２５】
　画像処理部２５は、制御部２２による制御に基づいて、外部装置５または大容量記憶装
置２１から画像データを取得し、この取得した画像データに対して、濃度変換（ガンマ変
換等）、平滑化（ノイズ除去等）、鮮鋭化（エッジ強調等）、画像認識（特徴画像領域の
検出、平均色の演算等）等の各種画像処理を行う。
【００２６】
　カプセル型内視鏡１により撮影された画像データは、逐一外部装置５に送信され、外部
装置５内の可搬型記憶媒体に記憶される。この記憶された画像データは、上述の通り、外
部装置５をクレードル６に装着したり、可搬型記憶媒体を読み取り装置にセットしたりす
ることによってワークステーション７に電気的に接続し、ワークステーション７内の大容
量記憶装置２１に格納される。このようにして、カプセル型内視鏡１で撮影した画像は、
ワークステーション７に取り込まれる。
【００２７】
　図３は、本実施形態における内視鏡システムの観察画面を示す。図３に示すように、デ
ィスプレイ８には、ＧＵＩ画面としてのウィンドウ３１（「診察・診断」ウィンドウ）が
表示される。ウィンドウ３１内には、主表示画像等を表示する主表示領域３２と、アイコ
ンとして示された各種画像操作ボタンを表示する画像操作領域３９と、一連の被検体内画
像の撮像期間を示す時間スケールとしてのカラーバー３６およびタイムバー３７と、サム
ネイル画像等を表示する副表示領域３８とが、表示画面上でこの順に上方から下方へ並列
表示される。
【００２８】
　主表示領域３２内には、キーボード９やマウス１０等の操作部から入力された指示情報
をもとに一連の被検体内画像の中から選択された画像である主表示画像３３と、患者２上
のアンテナ１１の配置を模式的に示すアンテナ配置図３４と、患者情報表示欄３５と、ダ
イジェスト表示操作領域４０が表示される。
【００２９】
　患者情報表示欄３５には、主表示画像３３として選択された被検体内画像に対応付けら
れている患者２の名前、ＩＤ番号、性別、年齢、生年月日、撮像年月日、撮像時刻等が文
字情報として表示される。なお、主表示領域３２には、所定操作に応じて２以上の所定数
の主表示画像が表示可能である。
【００３０】
　アンテナ配置図３４には、アンテナ４の配置が患者２の一部輪郭とともに模式的に表示
される。また、アンテナ配置図３４には、アンテナ１１の近傍に、この各アンテナの識別
番号としてのアンテナ番号が文字表示される。
【００３１】
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　ダイジェスト表示操作領域４０には、ダイジェスト表示アルゴリズム選択スイッチ４１
（４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，４１ｄ，４１ｅ）と、ダイジェスト表示方法選択スイッチ４
２（「一覧」スイッチ４２ａ、「動画」スイッチ４２ｂ）と、動画コントロールキー４３
とが表示される。
【００３２】
　ダイジェスト表示アルゴリズム選択スイッチ４１は、カプセル型内視鏡で撮像された膨
大な時系列画像（症例データ）から例えば数百枚～数千枚の画像を抽出してダイジェスト
として表示される場合に、そのダイジェストとして表示される対象となる画像（以下、ダ
イジェスト画像という）を選択するアルゴリズムを指定するスイッチである。
【００３３】
　スイッチ１（４１ａ）を押下すると、例えば、２０枚目、４０枚目、６０枚目・・・と
いうように、カプセル型内視鏡で撮像された膨大な画像から一定間隔置きに画像が抽出さ
れてダイジェストとして表示される。
【００３４】
　スイッチ２（４１ｂ）を押下すると、例えば、ｎ枚目の画像とｎ＋１枚目の画像とが類
似する場合、ｎ枚目の画像を削除し、これを全画像に対して行い、その結果得られる画像
は、画像間に大きな変化（動き）がある画像のみとなるので、その画像をダイジェストと
して表示する。画像間の類似の判定は、例えば、２つの画像間における画素値の差分をと
り、その差分が閾値を超えているか否かで行うことができる。
【００３５】
　なお、比較する画像は、ｎ枚目の画像とｎ＋１枚目に限定されず、ｎ枚目とｎ±ｍ枚目
（ｍ：任意の整数）であってもよい。また、ｎ枚目とｎ枚目の前後ｐ枚（ｎ，ｐ：任意の
整数）の画像平均値との画像データ間の差分に基づいて画像データを抽出してもよい。
【００３６】
　スイッチ３（４１ｃ）を押下すると、出血や病変と思われる特徴部位が撮像された画像
のみを抽出し、ダイジェストとして表示される。出血部位が撮像された画像を抽出する手
法としては、例えば、局所的な画像領域において所定の閾値を超えた赤成分を有する画像
を抽出してもよい。また、病変部位が撮像された画像を抽出する手法としては、例えば、
予め病変形状や病変の色などのパターンを登録しておき、そのパターンと一致もしくは所
定の誤差範囲内で一致するパターンを有している画像を抽出してもよい。
【００３７】
　スイッチ４（４１ｄ）を押下すると、例えば観察対象とする器官部分以外の器官(例え
ば管腔部分)や残渣しか映していないような診断に不要な画像は抽出せず、それ以外の画
像を抽出してダイジェストとして表示させる。観察対象とする器官部分以外の器官が撮像
された画像を抽出する手法としては、例えば、画像全体の色成分の平均等から器官を特定
することができるので、目的とする器官の画像の特徴（色成分等）の類似度に基づいて抽
出するようにしてもよい。
【００３８】
　スイッチ５（４１ｅ）を押下すると、スイッチ２（４１ｂ）、スイッチ３（４１ｃ）、
及びスイッチ４（４１ｄ）の機能を組み合わせて得られるダイジェスト画像を表示するこ
とができる。すなわち、動きがあり、更に、病変、赤色が存在する画像のみを抽出し、ダ
イジェストを表示させることができる。
【００３９】
　スイッチ６（４１ｆ）を押下すると、約８時間の症例データのうち、ユーザが予め選択
した器官部分（例えば小腸部分）のみに対して、スイッチ１（４１ａ）～５（４１ｅ）の
うちのいずれかの機能を適用することができる。
【００４０】
　「一覧」スイッチ４２ａを押下すると、ダイジェスト画像を一覧で表示させる。このと
き、動画コントロールキー４３が非表示状態か使用不可状態となる。このダイジェスト画
像の一覧表示については、図４で詳述する。
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【００４１】
　「動画」スイッチ４２ｂを押下すると、ダイジェスト画像を１枚ずつ順に動画として表
示させる。このとき、動画コントロールキー４３が非表示状態または使用不可状態の場合
には、「動画」コントロールキー４３が表示されて使用可能となる。このダイジェスト画
像の動画表示については、図７で詳述する。
【００４２】
　「動画」コントロールキー４３は、ダイジェスト画像を動画表示させた場合の、動画の
再生、逆再生、一時停止を制御するスイッチである。
　カラーバー３６には、全体として、一連の被検体内画像に含まれる各画像の平均色が時
系列に表示される。すなわち、カラーバー３６上の各時点の表示領域には、この時点に撮
像された被検体内画像の平均色が表示される。一連の被検体内画像は、撮像した臓器に応
じて特有の平均色を有するため、観察者等は、カラーバー３６上の時間軸（図３では横軸
）に沿った平均色の推移から、各時点の被検体内画像に撮像された臓器を容易に判別する
ことができる。
【００４３】
　タイムバー３７には、このタイムバー３７上で時間軸方向に移動可能なスライダ３７ａ
が表示される。スライダ３７ａは、主表示画像３３として表示された被検体内画像の撮像
時点をタイムバー３７上で指示するとともに、主表示画像３３の表示切替に連動してタイ
ムバー３７上を移動する。
【００４４】
　副表示領域３８には、一連の被検体内画像の中から選択抽出された画像がサムネイル画
像として表示される。具体的には、例えば、所定のボタン操作またはマウス操作等に応じ
て、この操作時点に主表示画像３３として表示されている被検体内画像がサムネイル画像
として副表示領域３８に追加表示される。
【００４５】
　図４は、本実施形態におけるダイジェスト表示の表示方法が一覧表示の場合の表示画面
を示す。上述の通り、当該ダイジェスト一覧表示画面５１は、「一覧」スイッチ４２ａを
押下すると、表示させることができる。一覧表示される各画像は、サムネイル画像である
。一覧に表示させるサムネイル画像の枚数は、例えば、縦７枚×横７枚、縦１０枚×横１
０枚等、ユーザが任意に選択できる。また、サムネイル画像の大きさもユーザが任意に選
択できる。なお、サムネイル画像の大きさを指定すれば、それに応じた枚数が自動的に表
示されるようにしてもよい。
【００４６】
　ダイジェスト画像が一覧表示されると、符号５２で示すフレームのように、出血や病変
と思われる特徴部位が撮像されているフレーム画像は自動的にハイライト等で強調表示さ
れたり、または所定の識別情報が付与されて表示される。これにより、ユーザの目に留ま
りやすくなる。
【００４７】
　一覧表示されたダイジェスト画像のうち任意の画像を選択すると、複数のコマンドが表
示されたポップアップメニュー５４が表示される。ポップアップメニュー５４に表示され
るコマンドには、「コメント追加」５４ａ、「サムネイル追加」５４ｂ、「レポート追加
」５４ｃ、「ランドマーク付与」５４ｄ、「このフレームから再生」５４ｅ、「このフレ
ーム周辺を再生」５４ｆがある。
【００４８】
　「コメント追加」５４ａを選択すると、コメント入力画面５３が表示され、その選択さ
れたフレーム画像に一覧表示上でそのフレーム画像に対する所見等をコメントとして追加
できる。なお、コメントが追加されたフレーム画像は自動的にレポートに追加してもよい
。
【００４９】
　「サムネイル追加」５４ｂを選択すると、その選択されたフレーム画像のサムネイル画
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像を副表示領域３８に登録（サムネイル登録）することができる。なお、サムネイル追加
は、その選択されたフレーム画像をダブルクリックや右クリックをしても行うことができ
るようにしてもよい。
【００５０】
　「レポート追加」５４ｃを選択すると、その選択されたフレーム画像を、症例に対する
所見や診断等を記載するレポートに直接貼付することができる。
　「ランドマーク付与」５４ｄを選択すると、その選択されたフレーム画像にランドマー
クを付与することができる。ランドマークを付与すると、タイムバー３７においてそのラ
ンドマークが付与された画像に相当する時間の位置に所定の標識が表示される。
【００５１】
　「このフレームから再生」５４ｅを選択すると、ウィンドウ３１に遷移して主表示領域
３２にその選択されたフレーム画像以降の通常の動画画像が再生される。
　「このフレーム周辺を再生」５４ｆを選択すると、ウィンドウ３１に遷移して主表示領
域３２にその選択されたフレーム画像を中心とする前後ｘ（ｘ：任意の整数）枚が一枚ず
つ順次表示させて再生表示される。ｘ枚の設定方法は、メニューバーの「設定」で予め設
定してもよいし、右クリックで表示されたポップアップメニューから「このフレーム周辺
を再生」５４ｆを選択後、さらにポップアップメニューを表示させて、そのポップアップ
メニュー内に設定コマンドを設けてもよい。また、「このフレーム周辺を再生」５４ｆを
選択すると、図５及び図６に示すように、その選択されたフレーム画像と１つ前の抽出画
像までの間にあるすべての画像、および、選択されたフレーム画像と１つ後の抽出画像ま
での間にあるすべての画像をウィンドウ３１に遷移して主表示領域３２に一枚ずつ順次表
示させて再生表示される。
【００５２】
　図７は、本実施形態におけるダイジェスト表示の表示方法が動画表示の場合の表示画面
を示す。「動画」スイッチ４２ｂを押下すると、ダイジェスト画像を１枚ずつ順に動画と
して主表示領域３２内に表示させることができる。
【００５３】
　画面左側には「フレームレート」設定欄６１、「枚数」設定欄６２、「時間」表示欄６
３が表示される。「フレームレート」設定欄６１には、ダイジェスト表示アルゴリズム選
択スイッチ４１で抽出された画像を１枚ずつ順に動画として表示する場合のフレームレー
トを設定できる。「枚数」設定欄６２には、ダイジェスト表示アルゴリズム選択スイッチ
４１で抽出された画像を１枚ずつ順に動画として表示する場合の表示枚数を設定できる。
「時間」表示欄６３には、「フレームレート」設定欄６１及び「枚数」設定欄６２で設定
されたフレームレートと枚数より、動画の再生時間が表示される。
【００５４】
　ダイジェスト画像が動画表示されると、出血や病変と思われる特徴部位が撮像されてい
るフレーム画像は自動的にハイライト等で強調表示されたり、または所定の識別情報が付
与されて表示される。これにより、ユーザの目に留まりやすくなる。
【００５５】
　動画表示中に「動画」コントロールキー４３の一時停止キーを押下して、任意のフレー
ム画像を表示させたままで、その動画再生を停止する。この停止させた画面に対して、右
クリックやダブルクリックをすると、複数のコマンドが表示されたポップアップメニュー
６４が表示される。ポップアップメニュー５４に表示されるコマンドには、「コメント追
加」６４ａ、「サムネイル追加」６４ｂ、「レポート追加」６４ｃ、「ランドマーク付与
」６４ｄ、「このフレームから再生」６４ｅ、「このフレーム周辺を再生」６４ｆがある
。
【００５６】
　「コメント追加」６４ａを選択すると、コメント入力画面６３が表示され、その選択さ
れたフレーム画像に一覧表示上でコメントを追加できる。なお、コメントが追加されたフ
レーム画像は自動的にレポートに追加してもよい。
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【００５７】
　「サムネイル追加」６４ｂを選択すると、その選択されたフレーム画像のサムネイル画
像を副表示領域３８に登録（サムネイル登録）することができる。なお、サムネイル追加
は、その選択されたフレーム画像をダブルクリックや右クリックをしても行うことができ
るようにしてもよい。
【００５８】
　「レポート追加」６４ｃを選択すると、その選択されたフレーム画像をレポートに直接
貼付することができる。
　「ランドマーク付与」６４ｄを選択すると、その選択されたフレーム画像にランドマー
クを付与することができる。ランドマークを付与すると、タイムバー３７においてそのラ
ンドマークが付与された画像に相当する時間の位置に所定の標識が表示される。
【００５９】
　「このフレームから再生」６４ｅを選択すると、その選択されたフレーム画像以降の通
常の動画画像が再生される。
　「このフレーム周辺を再生」６４ｆを選択すると、その選択されたフレーム画像を中心
とする前後ｘ（ｘ：任意の整数）枚が一枚ずつ順次表示させて再生表示される。ｘ枚の設
定方法は、メニューバーの「設定」で予め設定してもよいし、右クリックで表示されたポ
ップアップメニューから「このフレーム周辺を再生」６４ｆを選択後、さらにポップアッ
プメニューを表示させて、そのポップアップメニュー内に設定コマンドを設けてもよい。
【００６０】
　なお、本実施形態ではコマンド群をポップアップメニューに表示させたがこれに限定さ
れず、例えば、予め表示されているボタン、プルダウンメニューなどに表示させてもよい
。
【００６１】
　また、本実施形態では、ダイジェスト表示アルゴリズムにより抽出された画像を一覧表
示させたが、これに限定されず、ダイジェスト表示アルゴリズムにより抽出された画像以
外の画像を一覧表示させてもよい。
【００６２】
　本実施形態によれば、ユーザの目的に合わせて、ダイジェスト表示のアルゴリズムを選
択することができる。また、ダイジェスト表示の表示方法を複数にし、ユーザに選択させ
ることができる。また、ダイジェスト表示を中心とした観察形態を提供し、観察時間の短
縮が見込まれる。
【００６３】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、ダイジェスト画像を対象に一覧表示させたが、本実施形態では、
カプセル型内視鏡で撮像された症例データに対して１つ以上の画像ルーチンを行い、それ
ぞれの画像処理で検出された画像にその画像処理ルーチン名をラベルとして付与して一覧
表示される。なお、本実施形態でも、第１の実施形態で用いたワークステーション７を用
いるため、その説明を省略する。
【００６４】
　図８は、本実施形態における一覧表示を説明するための図である。まず、ワークステー
ション７にカプセル型内視鏡で撮像された約６００００枚の画像からなる症例データ７１
が外部装置５より転送される。画像処理部２５は、その症例データ７１に対して、例えば
、所定の色成分に基づく輝度値が所定の閾値より高い画像を検出する色検出（赤色検出、
白色検出等）、予め登録されているポリープの形状や色等パターンに基づいてポリープを
検出するポリープ検出などの１つ以上の画像処理ルーチンを行う。
【００６５】
　次に、制御部２２は、その症例データ７１のうち画像処理によって検出された画像のみ
のリストデータ７２を作成する。リストデータ７２は、上記画像処理で検出された画像と
、ラベル名とが対応付けられている。ラベル名とは、上記画像処理で検出された画像の画
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像検出ルーチン名（例えば、赤色検出、白色検出等）である。
【００６６】
　次に、制御部２２は、そのリストデータ７２に基づいて、ディスプレイ８に症例データ
の画像を検出結果一覧表示７３として一覧表示させる。このとき、一覧表示された各画像
の近傍にラベル名が表示される。なお、ラベル名として表示させる内容は、テキストに限
定されず、識別用図形等によるマーキングでもよい。
【００６７】
　これにより、所定の画像処理ルーチンにより検出された画像を一覧表示でみることがで
きるため、それらの検出結果を観察するときに費やす時間を短縮することができる。
　次に、一覧表示された各画像についてコメントを付与することについて説明する。
【００６８】
　図９は、本実施形態における一覧表示された各画像についてコメントを付与することを
説明するための図である。検出結果一覧表示７３に表示された画像のうち、マウスやキー
ボード等の入力装置を用いて、いずれかの画像を選択し、その選択した画像にコメントを
入力する。
【００６９】
　そうすると、その入力されたコメントデータ７２ｃは、リストデータ７２内のそのコメ
ントデータに対応する画像データに付与される。
　さらに、マウス等の入力装置を用いてレポートに載せる画像を選択すると、コメントが
つけられた画像が選択された場合は、そのコメントがレポート７４に自動的に挿入される
。
【００７０】
　これにより、赤色検出機能や白色検出機能等により検出された画像に簡単にコメントを
付けることができるため、診断を効率よく行うことができる。また、検出された画像の中
から簡単にレポートに載せる画像を選択することができるため、レポートの作成を効率的
に行うことができる。
【００７１】
　なお、図１０に示すように、検出結果一覧表示７３の画面上に設けられた所定のボタン
７５を押下することにより、リストデータ７２の画像を一括でレポートに記載してもよい
。これにより、検出された画像が全て掲載されたレポートを簡単に作成することができる
ため、レポートの作成を効率よく行うことができる。
【００７２】
　本実施形態によれば、検出結果を素早く閲覧するために、検出された画像を全て含むリ
ストデータを作成し、そのリストデータに基づいて画像の一覧を画面上に表示させること
ができる。また、検出結果の一覧として表示された画像に対してレポート等で使用できる
コメントをキーボード等の入力装置を用いて入力することができる。また、画面上に設け
られた所定のボタンを押下することで、検出された全ての画像を自動的にレポートに出力
することができる。
【００７３】
　＜第３の実施形態＞
　本実施形態では、サムネイル画像による一覧表示と全画像の要約情報表示（カラーバー
やタイムバーなど）を同一画面上で実施し、一覧表示にて選択／表示されているサムネイ
ル画像と全画像の要約情報とをリンクする情報を表示することについて説明する。
【００７４】
　図１１は、第３の実施形態（実施例１）における一覧表示とカラーバー／タイムバーを
同時に表示し一覧表示上で選択された画像の位置関係を明示した表示画面を示す。一覧表
示画面１００には、サムネイル画像による一覧が表示される一覧表示領域１０１と、カラ
ーバー／タイムバー１０３など全画像の要約情報とが表示される要約情報表示領域１０５
がある。
【００７５】
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　カラーバー／タイムバー１０３上に、一覧表示上にフォーカスがある画像１０２の位置
情報をカーソル１０４などのマークや線、色変化などで表示することができる。
　また、一覧表示上のフォーカス（以下、一覧表示上のフォーカスで選択されている画像
をフォーカス画像１０２という。）を動かすと、カーソル１０４などの位置表示も連動し
てそのフォーカス画像の位置に移動する。逆にカラーバー／タイムバー１０３上のカーソ
ル１０４を移動させると、連動して一覧表示上のフォーカスも移動し、フォーカス画像１
０２が変更される。このとき、一覧表示されていないエリアにカーソル１０４が移動させ
られた場合は、一覧表示がスクロールして、カーソル１０４の移動位置に対応する画像に
一覧上のフォーカスが当てられる。
【００７６】
　図１２は、第３の実施形態（実施例２）における一覧表示とカラーバー／タイムバーを
別画面にて同時に表示し、一覧表示上で選択された画像の位置関係を明示した、一覧表示
ウィンドウ１１１及び要約情報表示ウィンドウ１１２を示す。
【００７７】
　本実施例では、上述の実施例１と異なり、サムネイル画像による一覧表示領域とカラー
バー／タイムバー１０３など全画像の要約情報を表示する要約情報表示領域とが分離して
、それぞれ覧表示ウィンドウ１１１、要約情報表示ウィンドウ１１２というように、別々
のウィンドウとなっている。
【００７８】
　画面上の動作としては、実施例１と同様であり、一覧表示ウィンドウ上のフォーカスの
移動と、要約情報表示ウィンドウ１１２上のカーソル１０４の位置とは連動している。し
たがって、お互いの画面を操作すると、その操作によって、他方の画面の表示も連動して
変化する。なお、画面の数はいくつでも構わず、表示するデータ項目の数だけ存在しても
構わない。
【００７９】
　＜第４の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示されている画像の区間が全画像の要約情報のどの部分に当た
るかを表示することについて説明する。どの部分かを示す方法としては、線を引いたり、
色をつけたりと様々な方法がある。
【００８０】
　図１３は、第４の実施形態（実施例１）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示
区間を表示する一覧表示画面を示す。同図に示すように、カラーバー／タイムバー１０３
上に線１１５を引くことで、一覧表示領域１０１に一覧表示されている画像の区間を明確
化することができる。
【００８１】
　図１４は、第４の実施形態（実施例２）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示
区間を表示する一覧表示画面を示す。同図に示すように、一覧表示されている画像に対応
する区間に対応するカラーバー／タイムバー１０３上の区間部分１１６を、色を変えて表
示させる。これにより、一覧表示されている区間を明確化することができる。
【００８２】
　図１５は、第４の実施形態（実施例３）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示
区間を表示する一覧表示画面を示す。同図に示すように、一覧表示されている画像に対応
する区間に対応するカラーバー／タイムバー１０３上の区間部分１１６をマーキング１１
７で表示する。これにより、一覧表示されている区間を明確化することができる。
【００８３】
　図１６は、第４の実施形態（実施例４）におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示
区間を表示する一覧表示画面を示す。本実施例では、一覧表示させた画像の区間を特定す
るために、位置を表示するカーソル１０４の形状を変化させる。同図では、カーソル１０
４の幅に対応する区間の画像が一覧表示されている。これにより、一覧表示されている区
間を明確化することができる。
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【００８４】
　＜第５の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画面はスクロールすることが可能であり、このスクロールは
１行ずつだけでなく、複数行ずつ、１画面ずつ、１画像ずつが選択することについて説明
する。
【００８５】
　図１７は、第５の実施形態における一覧表示上のスクロールを任意の単位で実施する一
覧表示画面を示す。図１７（Ａ）は、一行単位で一覧をスクロールする場合を示す。図１
７（Ｂ）は、複数行単位で一覧をスクロールする場合を示す。図１７（Ｃ）は、画面（ペ
ージ）単位で一覧をスクロールする場合を示す。図１７（Ｄ）は、一画像単位で一覧をス
クロールする場合を示す。
【００８６】
　このような、スクロール作業を実施した場合のスクロール量は、予め設定することがで
きる。したがって、設定値により、スクロール作業時の画像のスクロール量が異なる。
　＜第６の実施形態＞
　本実施形態では、動画表示を行う画面から一覧表示画面に移行する際、（１）連続画像
の先頭から特徴画像を選択／表示する、（２）動画表示画面にて表示中の画面を中心に特
徴画像を選択／表示する、（３）動画表示画面にて表示中の画面を含む範囲の特徴画像を
選択／表示する、ことについて説明する。
【００８７】
　図１８は、第６の実施形態（実施例１）における動画表示画面から一覧表示画面に移行
する様子を示す。同図の左側の動画表示画面は、図３の画面３１に相当する画面である。
また、カーソル１２０は、図３の画面３１のカラーバー３６／タイムバー３７上における
現在の動作再生位置を示すカーソルである。
【００８８】
　本実施例では、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に移行する際、現在の動画の
再生に関わらず、連続画像の先頭から特徴画像を一覧表示させる。
　これにより、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に移行する際、どのような状況
であっても連続画像の先頭から特徴画像を選択／表示することができる。また、どのよう
な作業の途中であっても、連続動画の先頭から画像を確認することができる。
【００８９】
　図１９は、第６の実施形態（実施例２）における動画表示画面から一覧表示画面に移行
する様子を示す。本実施例では、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に移行する際
、動画表示画面３１にて現在の再生している画像位置を中心に、所定の枚数が一覧表示さ
れる。これにより、動画表示画面３１にて観察中の画像の前後にある特徴画像が観察でき
る。
【００９０】
　図２０は、第６の実施形態（実施例３）における動画表示画面３１から一覧表示画面１
００に移行する様子を示す。本実施例では、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に
移行する際、現在の画像位置を含むページの画像が一覧表示される。これにより、どのよ
うな作業のからでも、所定の区間内にカーソルがある場合、同じ画像群が選択／表示され
る。
【００９１】
　図２１は、第６の実施形態（実施例４）における動画表示画面３１から一覧表示画面１
００に移行する様子を示す。本実施例では、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に
移行する際、現在再生している画像をページ先頭から一覧表示させる。
【００９２】
　図２２は、第６の実施形態（実施例５）における動画表示画面３１から一覧表示画面１
００に移行する様子を示す。本実施例では、動画表示画面３１から一覧表示画面１００に
移行する際、現在再生している画像がページの末尾になるように一覧表示させる。
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【００９３】
　また、図１８に示した第６の実施形態（実施例１）、図１９に示した第６の実施形態（
実施例２）、図２０に示した第６の実施形態（実施例３）、図２１に示した第６の実施形
態（実施例４）、図２２に示した第６の実施形態（実施例５）のうち、どれを選択するか
を設定することができる。
【００９４】
　＜第７の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画面１００から動画表示画面３１に移行する際、（１）連続
画像の先頭画像を表示する、（２）一覧表示画面に表示する前の画面を表示する、（３）
一覧表示画面にて選択した画面を表示する、ことについて説明する。
【００９５】
　図２３は、第７の実施形態（実施例１）における一覧表示画面から動画表示画面に移行
する様子を示す。同図では、一覧表示画面１００から動画表示画面３１に移行する際、連
続画像の先頭画像が選択／表示される。これにより、どのような作業の途中であっても、
連続動画の先頭から画像を確認することができる。
【００９６】
　図２４は、第７の実施形態（実施例２）における一覧表示画面から動画表示画面に移行
する様子を示す。同図では、一覧表示画面１００から動画表示画面３１に移行する際、一
覧表示に移行前の画像が選択／表示される。これにより、どのような作業の途中であって
も、一覧表示画面表示前の作業に戻ることができる。
【００９７】
　図２５は、第７の実施形態（実施例３）における一覧表示画面から動画表示画面に移行
する様子を示す。同図では、一覧表示画面１００から動画表示画面３１に移行する際、現
在一覧上でフォーカスされている画像が選択／表示される。これにより、一覧表示画像で
注目している画像を開始点として、画像を確認することができる。
【００９８】
　＜第８の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画面にて選択／表示する画面が複数ページにわたる場合、そ
のページ区切りが分かるような表示線を、全画像の要約情報（カラーバー／タイムバー）
上に表示することについて説明する。表示方法は、線を引いたり、色をつけたりと様々な
方法がある。
【００９９】
　図２６は、第８の実施形態におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示のページ区間
を表示する一覧表示画面を示す。同図に示すように、カラーバー／タイムバー１０３上に
引かれた線１３０間は、一覧表示される画像の表示区間に対応している。
【０１００】
　これにより、一覧表示におけるページ区間を明確化することができる。なお、ページの
区切りは、線だけではなく、例えば第４の実施形態にて示した様々なマーキング方法でも
構わない。
【０１０１】
　＜第９の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画面上で、気になった画像にチェックをつけることができる
一覧表示画面について説明する。
【０１０２】
　図２７は、第９の実施形態（実施例１）における一覧表示上の注目画像にチェックをつ
けることができる一覧表示画面を示す。本実施例では、一覧表示画面１００上で、注目す
る画像を選択しチェック１３１をつけることができる。
【０１０３】
　同図に示すように、チェックされた画像はマークなどの表示や、枠の色を変えるなど、
画像の近傍への表示にて判別できる。なお、チェックした画像を識別するマークは識別記
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号であれば、色、形状は自由である。テキストでも構わない。
【０１０４】
　図２８は、第９の実施形態（実施例２）における一覧表示上の注目画像にチェックをつ
けることができる一覧表示画面を示す。本実施例では、図２７と同様に、一覧表示画面１
００上で、注目する画像を選択しチェックをつけることができる。
【０１０５】
　同図に示すように、一覧表示領域１０１でチェックされた画像は、副表示領域１３５に
サムネイル画像１３６として登録される。なお、一覧表示と関連付けるマークは識別記号
であれば、色、形状は自由である。テキストでも構わない。
【０１０６】
　このように、一覧表示された任意の画像にチェックをつけられた場合、その画像に対し
てマークが付与されたり、その画像の枠の色が変更される（強調表示）などの一覧表示用
サムネイル画像の近傍への識別情報の付与の他に、当該チェックされた画像を表示するた
めの副表示領域を用意し、そこに追加することができる。
【０１０７】
　＜第１０の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画像上で気になる画像としてチェックされて副表示領域に表
示された画像が、一覧表示領域をスクロールすると、同時にスクロールされることについ
て説明する。その際、一覧表示されている画像区間内にない場合も表示する方法と、表示
しないが選択できる。
【０１０８】
　図２９は、第１０の実施形態（実施例１）における一覧表示用副表示領域の注目画像の
表示状態が変化する様子を示す。同図に示すように、一覧表示領域１０１上でチェックさ
れた注目画像が、サムネイル画像として副表示領域１３５に表示される。
【０１０９】
　現在一覧表示領域１０１に表示されている画像の区間にある注目画像のみが、副表示領
域１３５に表示される。よって、一覧表示領域１０１をスクロールし、全画像が入れ替わ
ると、それに応じて副表示領域１３５のサムネイル画像も入れ替わる。なお、一覧表示領
域１０１で画像が入れ替わると、副表示領域１３５も入れ替わるかどうかは設定にて切り
替えることができる。
【０１１０】
　図３０は、第１０の実施形態（実施例２）における一覧表示用副表示領域の注目画像の
表示状態が変化する様子を示す。同図に示すように、一覧表示領域１０１上でチェックさ
れた注目画像が、サムネイル画像として副表示領域１３５に表示される。
【０１１１】
　本実施例では、一覧表示領域１０１上で表示されていない区間の注目画像も、全て副表
示領域１３５に表示される。よって、一覧表示領域１０１をスクロールし、全画像が入れ
替わっても、副表示領域のサムネイル画像に変化はない。
【０１１２】
　ただし、副表示領域１３５に入りきらない数のサムネイル画像がある場合、画像の表示
位置に一番近いサムネイル画像が中央に表示される。なお、一覧表示領域１０１で画像が
入れ替わると、副表示領域１３５も入れ替わるかどうかは設定にて切り替えることができ
る。
【０１１３】
　＜第１１の実施形態＞
　本実施形態では、動画表示を行う画像にて、既に特徴画像としてピックアップされた画
像がある場合、一覧表示用に選択されたアルゴリズムで選択されない画像であっても、一
覧表示されるように設定ができる。またこれらの画像には、別のアルゴリズムにて選択さ
れたことを示すマーク表示や枠の色変更などによるマーキングをすることについて説明す
る。
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【０１１４】
　図３１は、第１１の実施形態における動画表示画面でピックアップした画像が一覧表示
画面に追加される様子を示す。同図に示すように、動画表示画面３１にてピックアップし
た画像が、選択した一覧表示用アルゴリズム（病変部検出など）では選択されない画像で
あっても、一覧表示画面上のサムネイル画像として表示する設定ができる。このピックア
ップ画像は、選択した一覧表示用アルゴリズムで選択された画像ではないことを示すマー
キング表示して区別できるようにしてもよい。
【０１１５】
　＜第１２の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示画面に表示する画像の一枚ずつの位置を、全画像の要約情報
上に重ねて表示することについて説明する。これにより、選択したアルゴリズムにて抽出
される画像が、全体画像のどの部分あるのかが判断できる。
【０１１６】
　図３２は、第１２の実施形態におけるカラーバー／タイムバー上に一覧表示用に抽出さ
れた画像のマーキングを行った一覧表示画面を示す。同図に示すように、一覧表示用に抽
出された画像それぞれに対応するカラーバー／タイムバー１０３上の位置に線１４０によ
りマーキングされている。これにより、カラーバー／タイムバー１０３上における一覧表
示用に抽出された画像の位置を明確化することができる。なお、画像の位置は、線だけで
はなく第４の実施形態にて示した様々なマーキング方法でも構わない。
【０１１７】
　図３３は、第１２の実施形態（変形例１）における、一覧表示用に抽出された画像に対
応する位置がマーキングされているカラーバー／タイムバーのうち所望の範囲を表示する
一覧表示画面の一例を示す。図３２では、全時系列画像を表すカラーバー／タイムバー１
０３上について、一覧表示用に抽出された画像それぞれに対応する位置にマーキングした
。一方、本変形例では、図３２で示す全時系列画像を表すカラーバー／タイムバー１０３
のうち、所望の範囲を選択して、その選択した範囲に該当するカラーバー／タイムバーを
拡大表示させる（カラーバー／タイムバー１０３ａ）。一覧表示領域１０１には、そのカ
ラーバー／タイムバー１０３ａ上のマーキングに対応する画像のみが表示される。
【０１１８】
　図３４は、第１２の実施形態（変形例２）における一覧表示画面を示す。所望の範囲に
絞り込んでいない一覧表示画面（図３２）から、図３４の符号１４１に示すように行単位
で範囲を指定してもよいし、またはページ単位で指定してもよい。
【０１１９】
　＜第１３の実施形態＞
　本実施形態では、上述の実施形態で説明したように所定の検出アルゴリズムで検出され
たダイジェスト画像と、そのダイジェスト画像の前後の時系列画像（検出アルゴリズムを
実行しなかった場合の画像）を一覧表示領域１０１に表示する表示例を示す。
【０１２０】
　図３５は、本実施形態における一覧表示画面１００を示す。一覧表示領域１０１には、
中央の列１５１に、上から順に時系列にダイジェスト画像Ｔ1，Ｔ2，Ｔ3，・・・Ｔnが表
示されている。各ダイジェスト画像Ｔ1，Ｔ2，Ｔ3，・・・Ｔnを挟んで左右には、各ダイ
ジェスト画像Ｔ1，Ｔ2，Ｔ3，・・・Ｔnの前後の時系列画像が表示されている。具体的に
は、画像領域１５３にはダイジェスト画像より時系列的に前の画像が連続して1つ以上表
示されている。また、画像領域１５２には、ダイジェスト画像より時系列的に後の画像が
連続して０個以上表示されている。画像領域１５１は、ダイジェスト画像であることを判
りやすくするため、拡大して表示したり、マークを付けてもかまわない。
【０１２１】
　本実施形態によれば、所定の検出アルゴリズムで検出されたダイジェスト画像の前後の
時系列画像を確認することができる。これにより、一覧表示時点で、特徴のある画像の前
後の画像を表示させることにより、観察する効率を向上させることができる。
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【０１２２】
　＜第１４の実施形態＞
　本実施形態では、一覧表示領域１０１に表示された各画像にマウスカーソル１６１を移
動させた際の画像の拡大表示について説明する。
【０１２３】
　図３６は、本実施形態における一覧表示領域１０１に表示された画像にマウスカーソル
１６１を移動させた際の画像の拡大表示について示す。マウスカーソル１６１に最も近い
画像が、符号１６０で示すように拡大表示される。符号１６０で示す拡大表示を表示して
いる際、併せて属性表示をしてもかまわない。
【０１２４】
　本実施形態によれば、一覧表示された画像のうち着目したい画像にカーソルを当てると
、その画像を拡大表示させることができる。これにより、他の画面に遷移しなくてもその
着目したい画像を拡大表示させることができ、観察効率が向上する。
＜第１５の実施形態＞
　本実施形態では、ダイジェスト画像を検出するための閾値を設定することについて説明
する。
【０１２５】
　図３７は、本実施形態におけるダイジェスト画像を検出するための検出条件を設定する
検出条件設定画面を示す。第１の実施形態で説明したように、スイッチ２（４１ｂ）を押
下すると、時系列画像から類似度に基づいてダイジェスト画像を検出するが、検出条件設
定画面１７０ではこの類似度を設定することができる。
【０１２６】
　図３７において「特徴レベル」１７１は、上記の類似度に相当する。「特徴レベル」１
７１には、例えば、カーソル１７２により特徴レベルを５段階から選択して設定すること
ができる。上述の通り、画像間の類似の判定は、例えば、２つの画像間における画素値の
差分をとり、その差分が閾値を超えているか否かで行う。したがって、特徴レベルを大き
く設定するほど、その差分が大きくなる。
【０１２７】
　上記の検出条件を設定してその設定内容を更新する場合には、「ＯＫ」ボタン１７４を
押下する。当該画面を閉じる場合には、「閉じる」ボタン１７５を押下する。
　本実施形態によれば、検出を行う際に、検出条件をユーザが設定することができるので
、よりユーザにあった検出を行うことができる。
【０１２８】
　＜第１６の実施形態＞
　本実施形態では、時系列画像群から特定区間にある画像群を指定し、その指定した範囲
内の時系列画像を一覧表示することについて説明する。
【０１２９】
　図３８は、本実施形態における時系列画像群から特定区間にある画像群を指定し、その
指定した範囲内の時系列画像を一覧表示する一覧表示画面１００を示す。
　カラーバー／タイムバー１０３において、特定区間開始カーソル１８１により区間の開
始を指定し、特定区間終了カーソル１８２により区間の終了を指定する。すると、その指
定された区間内の時系列画像が検出され、符号１８３で示すように一覧に表示される。こ
の際、指定した区間外の時系列画像を一覧表示画像に含めてもかまわない。
【０１３０】
　本実施形態によれば、特定の区間のみの時系列画像を表示させることができる。よって
、その特定の区間として任意の臓器が撮影された画像の撮影区間を設定することにより、
その臓器の時系列画像のみを表示させることができる。
【０１３１】
　さらに、第１５の実施形態と組み合わせることにより、その設定した特定区間内につい
て特徴検出の閾値を設定してもよい。これにより、その特定区間内のダイジェスト画像の
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一覧を表示させることができる。
【０１３２】
　＜第１７の実施形態＞
　本実施形態では、時系列画像の特定区間を複数指定し、その指定した区間毎にダイジェ
スト画像を検出するための閾値を設定することについて説明する。
【０１３３】
　図３９は、本実施形態における臓器（部位）毎または特定区間毎に、ダイジェスト画像
を検出するための検出条件設定画面を示す。同図の画面は、区間の開始を指定する特定区
間開始カーソル１９１と、区間の終了を指定する特定区間終了カーソル１９２と、各区間
を指定する指定カーソル１９３－１，・・・，１９３－ｎと、指定した区間内の特徴のあ
る画像を検出するための特徴レベル（閾値）を設定する設定画面１９６と、各区間の閾値
を設定する設定フィールド１９５－１，・・・１９５－ｎによって構成されている。
【０１３４】
　まず、特定区間開始カーソル１９１、特定区間終了カーソル１９２、指定カーソル１９
３－１，・・・，１９３－ｎにより、各区間を指定する。次に、設定画面１９６の設定フ
ィールド１９５－１，・・・１９５－ｎに、対応する指定した区間の特徴レベル（閾値）
を設定する。
【０１３５】
　上記設定内容に基づいて、ダイジェスト画像を検出すると、各区間内のダイジェスト画
像が検出され、一覧表示画面に表示される。この際、指定した区間外の時系列画像を一覧
表示画像に含めてもかまわない。
【０１３６】
　本実施形態によれば、臓器（部位）毎または特定区間毎に、検出閾値を設定することが
できる。これにより、臓器（部位）毎にカプセル内視鏡の進む速さが異なるので、部位毎
に特徴検出の閾値が異なるという問題に対して対応することができる。
【０１３７】
　＜第１８の実施形態＞
　本実施形態では、操作者が設定した時間経過後、一覧表示のページを順次、ページ送り
することについて説明する。
【０１３８】
　図４０は、本実施形態における、一覧表示が複数ページに渡る場合、操作者が設定した
時間経過後、一覧表示のページを順次、ページ送りする様子を示す。符号１９９はスクロ
ールバーを示す。一覧表示がページ送りされるに伴い、スクロールバーも移動していく。
【０１３９】
　本実施形態によれば、一覧表示させても複数ページに渡る場合、自動でページ送りをす
ることができるので、ユーザのスクロールする手間を省くことができる。
　＜第１９の実施形態＞
　本実施形態では、検出条件として観察時間を指定することによりダイジェスト画像を検
出する閾値を決定することについて説明する。
【０１４０】
　図４１は、本実施形態における観察時間を設定するための検出条件設定画面２００を示
す。検出条件設定画面２００は、「観察時間」入力欄２０１、「ＯＫ」ボタン１７４、「
閉じる」ボタン１７５からなる。「閉じる」ボタン１７５を押下すると、検出条件設定画
面２００を閉じる。
【０１４１】
　「観察時間」入力欄２０１に時間（分）を設定して「ＯＫ」ボタン１７４を押下すると
、その設定した観察時間内でダイジェスト画像を再生することができる。具体的には、操
作者の設定した時間内で観察できるように、その設定された時間情報を基づいて、フレー
ムレートから観察対象となる画像枚数を算出する。その算出した画像枚数分のダイジェス
ト画像が得られるように、時系列画像から検出する際に用いる類似度の閾値（特徴レベル
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）を決定する。
【０１４２】
　本実施形態によれば、多忙な観察者が限られた時間内で、特徴レベルの大きいものを抽
出し、観察することができる。
　＜第２０の実施形態＞
　本実施形態では、図３で説明した主表示領域３２に、主表示画像３３としてダイジェス
ト画像を表示させ、主表示画像３３の左右（または上下）に、そのダイジェスト画像の前
後の時系列画像を表示することについて説明する。
【０１４３】
　図４２は、本実施形態における内視鏡システムの観察画面を示す。ウィンドウ３１内に
は、主表示画像等を表示する主表示領域３２と、カラーバー／タイムバー１０３とが表示
される。
【０１４４】
　主表示領域３２内には、中央に主表示画像３３、主表示画像３３を挟んで左右に副表示
画像２１１，２１２が表示される。ダイジェスト画像の再生中は、例えば、主表示画像３
３としてダイジェスト画像Ｔ2が再生されると、副表示画像２１１，２１２には、そのダ
イジェスト画像Ｔ2の前後のダイジェスト画像Ｔ1，Ｔ3が再生される。
【０１４５】
　ダイジェスト画像の再生を停止すると、主表示画像３３には停止指示時のダイジェスト
画像Ｔ2が表示される。このとき、副表示画像２１１，２１２にはそれぞれ、ダイジェス
ト画像Ｔ2の前後の時系列画像Ｔ2－１，Ｔ2＋１が表示される。
【０１４６】
　本実施形態によれば、ダイジェスト画像を表示するとともに、同時にその前後の時系列
画像を表示させることができるので、観察効率を向上させることができる。
　本発明の実施形態によれば、一覧画像表示にて症例データを確認する際、全体の位置関
係と合わせて見ることで、画像の時系列的な情報を把握しやすくすることができる。また
、既存の機能と一覧画像と動画表示の連携性を高めることで、連続画像からの特徴部位の
検出を高速化することができる。
【０１４７】
　なお、本発明において説明したいずれの実施形態においても、その趣旨を逸脱しない限
り種々の変形が可能である。また、上記実施形態は、実施可能な限度において、任意に２
つ以上を組み合わせることもできる。
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